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結
び
に
か
え
て

一　

は
じ
め
に

　

ド
イ
ツ
で
は
、
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
か
ら
従
来
の
放
送
受
信
料
制
度
に
代
わ
っ
て
新
し
い
受
信
料
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
こ

れ
ま
で
の
制
度
で
は
、
日
本
と
同
じ
よ
う
に
、
テ
レ
ビ
受
信
機
を
自
宅
に
設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
、
放
送
受
信
料
を
支
払
う
義
務
が

生
じ
る
仕
組
み
が
採
用
さ
れ
て
い
た（（
（

。
と
こ
ろ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
っ
て
放
送
を
取
り
巻
く
メ
デ
ィ
ア
環
境
が
大
き
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な
変
容
を
遂
げ
た
こ
と
が
要
因
と
な
り
、
新
制
度
で
は
、
ラ
ジ
オ
を
聴
い
た
り
、
テ
レ
ビ
を
視
聴
し
な
い
人
々
を
含
め
て
、
す
べ
て

の
世
帯
と
事
業
所
か
ら
放
送
負
担
金
（Rundfunkbeitrag

）
が
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
放
送
負
担
金
の
額
は
、
自
宅
で
テ
レ

ビ
を
視
聴
し
て
い
る
世
帯
の
場
合
、
旧
制
度
で
支
払
っ
て
い
た
放
送
受
信
料
の
額
と
同
じ
で
あ
る
た
め
、
多
く
の
視
聴
者
は
こ
の
度

の
制
度
改
革
を
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
も
と
も
と
自
宅
に
ラ
ジ
オ
も
テ
レ
ビ
も
な
い
世
帯
か
ら
み
る
と
、
放
送

負
担
金
を
支
払
う
義
務
が
新
た
に
課
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、
事
業
所
の
場
合
、
新
制
度
に
お
い
て
支
払
う
放
送
負
担
金
の
額
は
、
従
業

員
の
数
と
所
有
す
る
車
両
の
台
数
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
が
、
新
制
度
へ
の
移
行
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
支
払
っ
て
き
た
放
送
受
信

料
の
額
と
比
べ
て
数
倍
に
な
っ
た
事
業
所
も
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
二
〇
一
二
年
に
入
り
新
制
度
へ
の
移
行
が
目
前

に
迫
る
と
、
放
送
負
担
金
制
度
に
対
す
る
批
判
が
、
そ
の
合
憲
性
を
争
う
裁
判
と
し
て
連
邦
や
州
の
憲
法
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
る
に

至
っ
た
。
こ
れ
ら
の
憲
法
裁
判
に
つ
い
て
裁
判
所
の
本
格
的
な
判
断
は
ま
だ
下
さ
れ
て
い
な
い
が
、
合
憲
・
違
憲
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

か
ら
鑑
定
書
や
論
文
が
公
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
成
り
行
き
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
以
下
で
は
、
放
送
負
担
金
制
度
の
概
要
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
新
制
度
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
憲
法
裁
判
に
よ
り
、

ど
の
よ
う
な
憲
法
上
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

二　

放
送
負
担
金
制
度
の
概
要

　

１　

制
度
改
革
の
背
景

　

ド
イ
ツ
の
放
送
負
担
金
制
度
は
、
ラ
ジ
オ
を
聴
い
た
り
、
テ
レ
ビ
を
視
聴
し
な
い
人
々
を
含
め
て
、
す
べ
て
の
世
帯
か
ら
放
送
負

担
金
を
徴
収
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
の
世
帯
だ
け
で
な
く
、
企
業
や
商
店
な
ど
の
事
業
所
も
放
送
負
担
金
を
支
払
う
義
務
を
負
う
。

連
邦
国
家
ド
イ
ツ
で
は
、
連
邦
を
構
成
す
る
州
に
放
送
に
つ
い
て
の
立
法
権
限
が
あ
る
。
新
し
い
制
度
の
根
拠
と
な
る
第
一
五
次
放
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送
改
正
州
際
協
定（（
（

は
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
州
の
間
で
締
結
さ
れ
、
二
〇
一
一
年
一

二
月
末
ま
で
に
各
州
議
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
。
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
、放
送
負
担
金
州
際
協
定
（Rundfunkbeitragsstaatsvertrag

、

以
下
で
は
「
州
際
協
定
」
と
略
記
）
が
施
行
さ
れ
た
。

　

旧
制
度
に
お
い
て
放
送
受
信
料
は
、
基
本
料
金
（
ラ
ジ
オ
料
金
）
月
額
五
・
七
六
ユ
ー
ロ
、
テ
レ
ビ
料
金
月
額
一
二
・
二
二
ユ
ー

ロ
で
あ
っ
た
。
テ
レ
ビ
受
信
機
を
所
有
す
る
人
は
、
基
本
料
金
に
加
え
て
テ
レ
ビ
料
金
を
支
払
う
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
月
額
一

七
・
九
八
ユ
ー
ロ
を
支
払
っ
て
い
た
。
新
制
度
で
は
、
個
人
の
場
合
、
世
帯
と
し
て
、
一
戸
の
住
居
に
住
ん
で
い
る
人
の
数
と
は
無

関
係
に
、
住
居
ご
と
に
月
額
一
七
・
九
八
ユ
ー
ロ
の
放
送
負
担
金
を
支
払
う
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

放
送
負
担
金
制
度
は
、
元
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
官
で
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
教
授
パ
ウ
ル
・
キ
ル
ヒ
ホ
フ
の
鑑
定
書
（
二

〇
一
〇
年（

（
（

）
に
依
拠
し
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
、
連
邦
制
の
下
で
放
送
に
つ
い
て
の
立
法
権
限
を
有
す
る
州
の
首
相
ら
は
、
二
〇
〇

七
年
一
月
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
可
能
な
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
端
末
に
ラ
ジ
オ
と
同
じ
く
放
送
受
信
料
（
基
本
料
金
）
を
支

払
う
義
務
を
課
す
こ
と
を
決
め
た
が（（
（

、
そ
の
際
、
受
信
機
を
手
が
か
り
と
す
る
受
信
料
制
度
を
将
来
的
に
維
持
す
る
の
は
困
難
と
の

認
識
に
基
づ
い
て
、
新
制
度
を
導
入
す
る
た
め
の
準
備
に
着
手
す
る
こ
と
も
決
定
し
た
。
こ
の
度
の
受
信
料
制
度
改
革
に
あ
た
っ
て

は
、
公
共
放
送
を
租
税
に
よ
っ
て
賄
う
方
法（（
（

な
ど
も
提
案
さ
れ
た
が
、
州
の
首
相
ら
は
放
送
負
担
金
制
度
を
採
用
し
た（（
（

。

　

キ
ル
ヒ
ホ
フ（（
（

に
よ
れ
ば
、
旧
制
度
に
お
い
て
は
、
一
戸
の
世
帯
に
お
い
て
一
台
の
ラ
ジ
オ
と
一
台
の
テ
レ
ビ
が
情
報
受
領
の
中
心

と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
、
若
者
は
ラ
ジ
オ
番
組
・
テ
レ
ビ
番
組
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接

続
さ
れ
た
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
で
受
信
し
て
い
る
。
携
帯
電
話
だ
け
で
な
く
、
パ
ソ
コ
ン
も
多
く
の
場
合
は
携
帯
可
能
で
あ
り
、

放
送
を
受
信
す
る
以
外
に
も
、
様
々
な
機
能
を
果
た
す
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
受
信
機
は
も
は
や
世
帯
お
よ

び
事
業
所
に
お
け
る
テ
レ
ビ
の
利
用
を
把
握
す
る
た
め
の
手
が
か
り
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
受
信
機
を
手
が
か
り
と
す
る

負
担
と
、
世
帯
お
よ
び
事
業
所
に
お
い
て
放
送
を
受
信
す
る
態
様
の
実
際
が
乖
離
し
て
い
る
た
め
、
放
送
受
信
料
制
度
の
説
得
力
が
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し
だ
い
に
低
下
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
放
送
を
受
信
し
て
い
る
の
に
、
放
送
受
信
料
を
支
払
っ
て
い
な
い
世
帯
の
数
が
増
え
て
い

る
。
世
帯
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
せ
い
も
あ
り
、
世
帯
の
数
は
ま
だ
増
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
受
信
機
の
所
有
を
届
け
出
る

世
帯
が
減
少
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
大
都
市
で
顕
著
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
一
二
月
に
公
表
さ
れ
た

調
査
結
果（（
（

に
よ
る
と
、
ベ
ル
リ
ン
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
に
お
い
て
受
信
機

所
有
を
届
け
出
て
い
る
世
帯
は
、
七
六
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
七
八
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
間
で
あ
り
、
全
国
平
均
を
下
回
っ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
受
信
料
を
支
払
う
義
務
を
初
め
て
負
う
こ
と
に
な
る
若
者
の
多
数
が
、
違
法
な
状
態
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
が
、
速
や
か
な
受
信
料
制
度
改
革
の
必
要
性
を
生
ん
で
い
る
。
徴
収
の
欠
陥
は
、
旧
制
度
の
合
憲
性

を
脅
か
す
。
な
ぜ
な
ら
、
平
等
原
則
は
、
受
信
料
に
つ
い
て
、
法
的
に
も
、
実
際
に
も
負
担
の
公
平
を
求
め
る
か
ら
で
あ
る
。
負
担

の
公
平
は
、
公
平
な
立
法
と
そ
の
執
行
を
要
請
し
て
い
る（（
（

。

　

キ
ル
ヒ
ホ
フ
は
、
こ
の
よ
う
に
説
い
て
、
受
信
機
の
所
有
の
有
無
や
受
信
機
の
種
類
と
は
無
関
係
に
個
人
と
事
業
所
が
公
共
放
送

の
経
費
を
負
担
す
る
、
シ
ン
プ
ル
な
放
送
負
担
金
制
度
の
導
入
を
主
張
し
、
そ
れ
が
新
制
度
の
根
拠
と
さ
れ
た
。

　

２　

放
送
負
担
金
制
度

　

放
送
負
担
金
は
、
ド
イ
ツ
公
共
放
送
連
盟
（A

rbeitsgem
einschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten D

eutsch

land,

以
下
で
は
、「
Ａ
Ｒ
Ｄ
」
と
略
記
）
を
構
成
す
る
、
原
則
と
し
て
州
ご
と
に
設
立
さ
れ
て
い
る
九
つ
の
放
送
協
会
、
第
二
ド
イ
ツ

テ
レ
ビ
（Zw
eites D

eutsches Fernsehen,

以
下
で
は
、「
Ｚ
Ｄ
Ｆ
」
と
略
記
）、
ド
イ
チ
ュ
ラ
ン
ト
ラ
ジ
オ
（D

eutschlandradio

）
の

財
源
と
な
る
。
た
だ
し
、
ド
イ
ツ
の
公
共
放
送
は
、
広
告
か
ら
も
収
入
を
得
て
い
る
点
が
、
放
送
法
で
広
告
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
日

本
放
送
協
会
と
は
異
な
る
。
な
お
、
放
送
負
担
金
の
徴
収
は
、「
A
R
D
、
Z
D
F
、
ド
イ
チ
ュ
ラ
ン
ト
ラ
ジ
オ
負
担
金
サ
ー
ビ
ス
」

（
以
下
で
は
、「
負
担
金
サ
ー
ビ
ス
」
と
略
記
）
と
い
う
組
織
が
行
う
。
放
送
負
担
金
は
、
負
担
金
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
徴
収
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さ
れ
た
後
、
前
述
し
た
放
送
協
会
と
民
間
放
送
監
督
機
関
で
あ
る
州
メ
デ
ィ
ア
委
員
会
に
配
分
さ
れ
る
。
放
送
財
源
州
際
協
定
（Ru

ndfunkfinanzierungsstaatsvertrag

）
に
よ
れ
ば
、
放
送
負
担
金
収
入
の
約
二
パ
ー
セ
ン
ト
が
州
メ
デ
ィ
ア
委
員
会
に
配
分
さ
れ

る
（
一
〇
条
）。
放
送
負
担
金
か
ら
公
共
放
送
に
配
分
さ
れ
る
収
入
の
う
ち
、
七
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
A
R
D
に
、
二
四
・
八

パ
ー
セ
ン
ト
が
Z
D
F
に
、
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
ド
イ
チ
ュ
ラ
ン
ト
ラ
ジ
オ
に
配
分
さ
れ
る
（
九
条
）。
旧
制
度
で
は
、
受
信
料

徴
収
セ
ン
タ
ー
（Gebühreneinzugszentrale,

以
下
で
は
、「
G
E
Z
」
と
略
記
）
が
受
信
料
の
徴
収
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
G
E
Z

が
、
新
制
度
へ
の
移
行
に
伴
い
負
担
金
サ
ー
ビ
ス
に
改
組
さ
れ
た
。

　

放
送
負
担
金
制
度
で
は
、
個
人
の
場
合
、
世
帯
と
し
て
住
居
（W

ohnung

）
ご
と
に
放
送
負
担
金
を
支
払
う
義
務
が
あ
る
。
義
務

を
負
う
の
は
、
住
居
の
持
ち
主
（Inhaber

）
で
あ
る
（
州
際
協
定
二
条
一
項
）。「
持
ち
主
」
と
は
、
そ
の
住
居
に
自
ら
住
ん
で
い
る

す
べ
て
の
成
人
で
あ
り
、
住
民
登
録
を
し
た
人
ま
た
は
住
居
の
賃
貸
契
約
の
賃
借
人
は
、
住
居
の
持
ち
主
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る

（
同
二
項
）。
同
じ
住
居
に
住
ん
で
い
る
人
の
数
と
は
無
関
係
に
、
一
戸
の
住
居
に
つ
き
月
額
一
七
・
九
八
ユ
ー
ロ
の
放
送
負
担
金
を

支
払
う
義
務
を
負
う
。
こ
の
金
額
は
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
ま
で
、
テ
レ
ビ
受
信
機
を
所
有
す
る
世
帯
が
支
払
っ
て
い
た
放
送
受
信

料
と
同
額
で
あ
り
、
テ
レ
ビ
受
信
機
を
所
有
し
受
信
料
を
支
払
っ
て
き
た
大
多
数
の
世
帯
に
と
っ
て
、
こ
の
度
の
制
度
改
革
は
、
月

額
も
徴
収
方
法
等
に
も
変
更
が
な
い
た
め
、
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
と
い
う
面
が
あ
る
。
た
だ
し
、
住
居
を
手
が
か
り
と
す
る
放
送

負
担
金
を
支
払
う
義
務
は
、
単
身
赴
任
で
二
重
生
活
を
し
て
い
る
人
の
二
つ
目
の
住
居
や
、
週
末
や
休
暇
中
だ
け
過
ご
す
た
め
の
別

荘
に
も
自
宅
と
同
様
に
課
せ
ら
れ
る
。

　
「
住
居
」
と
は
、「
そ
こ
に
含
ま
れ
る
部
屋
の
数
と
は
関
係
な
く
、
固
定
さ
れ
た
、
構
造
上
独
立
し
た
あ
ら
ゆ
る
空
間
で
あ
っ
て
、

居
住
ま
た
は
就
寝
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
空
間
の
た
め
だ
け
の
入
り
口
か
ら
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
」
を
い
う
（
州
際
協
定
三
条
一
項
一
文
）。
病
院
の
病
室
、
ホ
テ
ル
そ
の
他
の
宿
泊
施
設
の
客
室
は
住
居
に
は
あ
た
ら
な
い
。

　

世
帯
ご
と
の
放
送
負
担
金
の
支
払
い
義
務
を
「
住
居
」
を
手
が
か
り
に
課
し
た
理
由
は
、
州
際
協
定
の
立
法
理
由
書（（（
（

に
よ
れ
ば
、
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放
送
番
組
の
個
人
的
な
利
用
の
仕
方
に
依
拠
し
な
い
、
自
明
か
つ
検
証
可
能
な
「
住
居
」
と
い
う
類
型
化
が
必
要
と
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
住
居
ご
と
に
放
送
負
担
金
を
課
す
と
い
う
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
Ｇ
Ｅ
Ｚ
の
調
査
員
が
受
信
機
の
有
無
を
確
認
す

る
必
要
が
な
く
な
る
の
で
、
放
送
負
担
金
を
支
払
う
義
務
を
負
う
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
が
強
化
さ
れ
る
し
、
受
信
機
が
携
帯

可
能
で
あ
る
場
合
に
も
、
受
信
機
の
あ
ら
ゆ
る
利
用
形
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
立
法
理
由
書
に
よ
れ

ば
、「
負
担
金
支
払
い
義
務
は
、
実
際
の
放
送
利
用
と
は
無
関
係
に
生
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
公
共
放
送
は
す
べ
て
の
社
会
の
役
に

立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」。
ド
イ
ツ
全
土
に
お
い
て
技
術
的
に
放
送
の
受
信
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、

負
担
金
支
払
い
義
務
を
、
住
居
に
お
い
て
放
送
を
利
用
し
な
い
と
か
、
技
術
的
に
受
信
可
能
な
受
信
機
が
な
い
と
い
う
反
論
に
よ
っ

て
回
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

　

旧
制
度
に
お
い
て
、
約
一
割
の
世
帯
は
た
と
え
テ
レ
ビ
受
信
機
を
所
有
し
て
い
て
も
届
け
出
ず
、
受
信
料
を
不
払
い
し
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
放
送
負
担
金
制
度
に
移
行
す
る
こ
と
で
、
不
払
い
者
（Schw

arzseher

）
が
減
り
負
担
の
公

平
が
促
進
さ
れ
る
と
い
う
長
所
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
で
も
こ
れ
ま
で
は
不
払
い
対
策
と
し
て
G
E
Z

か
ら
委
託
さ
れ
た
調
査
員
に
よ
り
、
受
信
機
の
有
無
に
つ
い
て
訪
問
調
査
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
放
送
負
担
金
制
度
で
は
テ
レ
ビ
受

信
機
の
有
無
を
調
査
員
に
問
わ
れ
る
と
い
う
煩
わ
し
さ
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
も
長
所
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

未
払
い
の
放
送
負
担
金
は
、
当
該
未
払
い
者
の
居
住
す
る
地
域
を
放
送
区
域
と
す
る
州
放
送
協
会
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
、
未
払
い
者

に
対
し
て
請
求
の
通
知
が
な
さ
れ
、
行
政
執
行
手
続
を
通
じ
て
執
行
さ
れ
る
（
州
際
協
定
一
〇
条
五
項
一
文
、
六
項
一
文
）。

　

放
送
負
担
金
制
度
で
は
、
住
居
に
加
え
て
事
業
所
（Betriebsstätten

）
の
所
有
者
も
、
従
業
員
数
と
車
両
の
数
に
応
じ
て
放
送

負
担
金
を
支
払
う
義
務
を
負
う
。
そ
の
義
務
は
、
従
業
員
数
と
の
関
係
で
、
①
従
業
員
八
人
ま
で
は
一
戸
の
住
居
に
課
せ
ら
れ
る
放

送
負
担
金
の
三
分
の
一
、
②
一
九
人
ま
で
は
一
戸
の
住
居
と
同
額
、
③
四
九
人
ま
で
は
二
戸
分
、
④
二
四
九
人
ま
で
は
五
戸
分
、
⑤

四
九
九
人
ま
で
は
一
〇
戸
分
、
⑥
九
九
九
人
ま
で
は
二
〇
戸
分
、
⑦
四
九
九
九
人
ま
で
は
四
〇
戸
分
、
⑧
九
九
九
九
人
ま
で
は
八
〇
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戸
分
、
⑨
一
万
九
九
九
九
人
ま
で
は
一
二
〇
戸
分
、
⑩
二
万
人
以
上
は
一
八
〇
戸
分
と
、
従
業
員
数
に
応
じ
て
一
〇
段
階
と
な
っ
て

い
る
（
州
際
協
定
五
条
一
項
）。
事
業
所
と
は
、「
独
自
の
、
私
的
目
的
以
外
に
利
用
さ
れ
て
い
る
固
定
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
空
間
」
の

こ
と
で
あ
る
（
州
際
協
定
六
条
一
項
一
文
）。
事
業
所
の
所
有
者
と
は
、
事
業
所
を
自
己
の
名
義
で
利
用
し
て
い
る
自
然
人
ま
た
は
法

人
を
い
う
。

　

事
業
所
は
、
さ
ら
に
業
務
用
の
車
両
の
数
に
応
じ
て
放
送
負
担
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
事
業
所
が
所
有
す
る
車
両

が
一
台
の
場
合
は
支
払
い
義
務
を
負
わ
な
い
が
、
二
台
目
か
ら
車
両
一
台
に
つ
き
一
戸
の
住
居
に
課
せ
ら
れ
る
放
送
負
担
金
の
三
分

の
一
を
支
払
う
義
務
を
負
う
（
州
際
協
定
五
条
二
項
一
文
二
号
、
二
文
）。
ま
た
、
第
三
者
に
一
時
的
な
宿
所
を
提
供
す
る
ホ
テ
ル
そ

の
他
の
宿
泊
施
設
の
客
室
も
、
二
部
屋
目
か
ら
一
部
屋
に
つ
き
、
一
戸
の
住
居
に
課
せ
ら
れ
る
放
送
負
担
金
の
三
分
の
一
を
支
払
う

義
務
を
負
う
（
同
二
項
一
文
一
号
）。

　

立
法
理
由
書（（（
（

に
よ
れ
ば
、
放
送
負
担
金
制
度
が
、
事
業
所
の
義
務
を
資
本
金
や
売
上
げ
で
は
な
く
従
業
員
数
を
手
が
か
り
に
し
た

の
は
、
放
送
負
担
金
の
額
を
決
め
る
場
合
、
事
業
所
に
お
け
る
放
送
の
利
用
可
能
性
が
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
業
員
の
数
は
、
事

業
所
の
所
有
者
が
、
雇
用
契
約
に
応
じ
て
算
出
す
る
。
常
勤
・
非
常
勤
は
区
別
さ
れ
な
い
。
①
従
業
員
八
人
ま
で
の
事
業
所
が
一
戸

の
住
居
に
課
せ
ら
れ
る
放
送
負
担
金
の
三
分
の
一
を
支
払
う
義
務
を
負
う
と
さ
れ
た
の
は
、
小
規
模
の
事
業
所
に
対
す
る
配
慮
で
あ

る
。
統
計
に
よ
れ
ば
、
約
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
事
業
所
が
こ
の
規
模
で
あ
り
、
約
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
事
業
所
が
、
こ
の
①
ま
た
は

②
の
段
階
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

　

事
業
所
の
所
有
者
が
、
従
業
員
数
だ
け
で
な
く
、
事
業
所
の
保
有
す
る
車
両
の
台
数
に
応
じ
て
放
送
負
担
金
を
支
払
う
義
務
を
負

う
の
は
、
車
両
で
は
、
事
業
所
の
中
と
は
別
に
放
送
が
利
用
さ
れ
る
状
況
が
生
じ
る
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
立
法
理
由
書
は
、

車
両
の
所
有
台
数
を
手
が
か
り
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
受
信
機
を
手
が
か
り
と
し
て
い
た
旧
制
度
と
は
異
な
り
、
新
制
度
で
は
、

放
送
を
利
用
す
る
空
間
の
存
在
が
手
が
か
り
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
営
業
担
当
者
が
車
で
顧
客
の
と
こ
ろ
に
出
向
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く
と
か
、
弁
護
士
が
車
で
依
頼
人
の
と
こ
ろ
に
出
向
く
場
合
が
そ
の
具
体
例
と
さ
れ
て
い
る
。
車
両
と
同
様
の
理
由
か
ら
、
ホ
テ
ル

そ
の
他
の
宿
泊
施
設
の
客
室
も
、
部
屋
数
に
応
じ
て
放
送
負
担
金
を
支
払
う
義
務
を
負
う
。
ホ
テ
ル
そ
の
他
の
宿
泊
施
設
の
客
室
で

は
、
宿
泊
客
が
入
れ
代
わ
り
立
ち
代
わ
り
放
送
を
利
用
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
そ

の
理
由
だ
と
さ
れ
て
い
る（（（
（

。

三　

放
送
負
担
金
制
度
に
つ
い
て
の
憲
法
裁
判

　

新
制
度
へ
の
移
行
が
目
前
と
な
っ
た
二
〇
一
二
年
以
降
、
放
送
負
担
金
の
合
憲
性
を
争
う
い
く
つ
か
の
裁
判
が
憲
法
裁
判
所
や
行

政
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
主
た
る
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
裁
判
例
が
あ
る
。
①
パ
ッ
サ
ウ
大
学
の
若
手
研
究
者
が

バ
イ
エ
ル
ン
州
憲
法
裁
判
所
（Bayerischer V

erfassungsgerichtshof

）
に
民
衆
訴
訟
を
提
起
し
た
（
係
属
中
）。
②
ド
ラ
ッ
グ
ス

ト
ア
の
チ
ェ
ー
ン
を
展
開
す
る
ロ
ス
マ
ン
（Rossm

ann

）
社
も
同
州
憲
法
裁
判
所
に
民
衆
訴
訟
を
提
起
し
た
（
係
属
中
）。
③
ラ
イ
ン

ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
州
憲
法
裁
判
所
（V

erfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz

）
に
、
建
築
会
社
が
憲
法
異
議
を
申
し
立
て

た
（
係
属
中
）。
④
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
放
送
負
担
金
制
度
の
導
入
に
反
対
す
る
憲
法
異
議
を
申
し
立

て
、
同
時
に
導
入
を
差
し
止
め
る
仮
命
令
を
求
め
た
が
、
憲
法
異
議
は
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
。
⑤
ド
イ
ツ
土
地
利
用
者
連
盟

（V
D

GN

：V
erband D

eutscher Grundstücksnutzer

）
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
二
つ
の
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
た
が
、
い
ず
れ
も

受
理
さ
れ
な
か
っ
た
。
⑥
自
宅
で
ラ
ジ
オ
だ
け
を
聴
い
て
お
り
、
テ
レ
ビ
を
持
っ
て
い
な
い
個
人
が
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル

ク
州
憲
法
裁
判
所
（Staatsgerichtshof für das Land Baden-W

ürttem
berg

）
に
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
た
が
、
不
適
法
を
理
由

に
却
下
さ
れ
た
。
⑦
旧
制
度
で
は
放
送
受
信
料
を
免
除
さ
れ
て
い
た
障
が
い
者
が
、
新
制
度
に
お
い
て
三
分
の
一
に
減
額
さ
れ
て
い

る
と
は
い
え
放
送
負
担
金
を
支
払
う
義
務
を
課
さ
れ
た
こ
と
を
争
っ
た
が
、
ア
ン
ス
バ
ッ
ハ
行
政
裁
判
所
は
新
制
度
を
合
憲
と
し
た
。
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⑧
レ
ン
タ
カ
ー
会
社
シ
ッ
ク
ス
ト
（Sixt

）
社
が
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
行
政
裁
判
所
に
提
訴
し
た
こ
と
が
二
〇
一
三
年
一
〇
月
に
明
ら
か
に

な
っ
た
。
こ
の
他
、
⑨
ド
イ
ツ
小
売
商
連
盟
は
放
送
負
担
金
制
度
を
違
憲
で
あ
る
す
る
、
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大
学
教
授
デ
ー
ゲ
ン
ハ
ル
ト

の
鑑
定
書
を
二
〇
一
三
年
一
月
に
公
表
し
た
。
⑩
こ
れ
ら
の
動
き
を
背
景
と
し
て
、
A
R
D
、
Z
D
F
、
ド
イ
チ
ュ
ラ
ン
ト
ラ
ジ
オ

は
、
放
送
負
担
金
制
度
を
合
憲
で
あ
る
と
す
る
マ
イ
ン
ツ
大
学
教
授
ク
ー
ベ
の
鑑
定
書
を
二
〇
一
三
年
一
〇
月
に
公
表
し
た
。
各
事

件
の
詳
細
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

①
パ
ッ
サ
ウ
大
学
法
学
部
の
公
法
・
安
全
法
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
研
究
所
の
研
究
助
手
を
し
て
い
る
エ
ル
マ
ノ
・
ゴ
イ
ア
ー
は
、

二
〇
一
二
年
八
月
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
憲
法
裁
判
所
に
民
衆
訴
訟
を
提
起
し
た（（（
（

。
こ
の
民
集
訴
訟
の
対
象
は
、
第
一
五
次
放
送
改
正
州

際
協
定
に
対
す
る
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
同
意
法
律
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
放
送
負
担
金
が
実
質
的
に
租
税
に
あ
た
る
こ
と
や
、
事
業

所
の
支
払
い
義
務
に
不
平
等
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
放
送
負
担
金
制
度
に
は
様
々
な
憲
法
問
題
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
バ
イ
エ 

ル
ン
州
憲
法
に
よ
れ
ば
、
自
己
の
基
本
権
侵
害
と
は
無
関
係
に
、
誰
で
も
、
無
料
で
、
州
憲
法
裁
判
所
に
州
法
の
合
憲
性
審
査
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
を
備
え
て
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
を
構
成
す
る
一
六
州
の
中
で
も
バ
イ
エ
ル
ン

州
だ
け
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ゴ
イ
ア
ー
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
憲
法
裁
判
所
に
、
放
送
負
担
金
徴
収
の
手
が
か
り
と
な
る
住
民
登
録
情
報
が
放
送
協
会
に

提
供
さ
れ
る
こ
と
を
差
し
止
め
る
仮
命
令
を
求
め
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
三
年
四
月
一
八
日
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
憲
法
裁
判
所
は
仮
命

令
に
つ
い
て
の
請
求
を
退
け
た（（（
（

。
な
ぜ
な
ら
、
放
送
負
担
金
制
度
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
て
い
る
民
衆
訴
訟
に
つ
い
て
、
理
由
が
あ
る

か
否
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
結
果
と
し
て
放
送
負
担
金
徴
収
を
非
常
に
困
難
に
す
る
住
民
登
録
情
報
提
供
の
差
止
め
を
仮
命

令
で
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
放
送
負
担
金
制
度
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
バ

イ
エ
ル
ン
州
憲
法
裁
判
所
の
判
決
が
下
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

②
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
を
チ
ェ
ー
ン
展
開
し
て
い
る
ロ
ス
マ
ン
社
も
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
憲
法
裁
判
所
に
民
衆
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訴
訟
を
提
起
し
た（（（
（

。
同
社
の
チ
ェ
ー
ン
店
は
約
一
七
〇
〇
店
あ
る
た
め
、
新
制
度
に
よ
れ
ば
、
同
社
は
、
約
二
〇
万
ユ
ー
ロ
の
放
送

負
担
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
、
旧
制
度
で
支
払
っ
て
い
た
放
送
受
信
料
三
万
九
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
約
五

倍
に
あ
た
る
。
同
社
は
、
放
送
負
担
金
制
度
が
同
社
の
一
般
的
行
為
の
自
由
と
平
等
権
を
侵
害
す
る
と
主
張
し
て
お
り
、
ま
た
、
放

送
負
担
金
は
租
税
に
あ
た
る
た
め
、
新
制
度
は
基
本
法
の
権
限
配
分
に
違
反
し
て
い
る
と
い
う
主
張
も
し
て
い
る
。
同
社
の
民
衆
訴

訟
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
憲
法
裁
判
所
に
お
い
て
ゴ
イ
ア
ー
の
民
衆
訴
訟
と
併
合
し
て
審
理
さ
れ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。
ロ
ス
マ
ン
社

は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
で
も
放
送
負
担
金
制
度
の
合
憲
性
を
争
う
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

　

③
二
〇
一
二
年
一
二
月
、
あ
る
建
築
会
社
が
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
州
憲
法
裁
判
所
に
、
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
た（（（
（

。

同
州
憲
法
に
よ
れ
ば
、
誰
で
も
、
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
に
よ
り
、
州
の
公
権
力
行
使
に
よ
る
基
本
権
侵
害
を
州
憲
法
裁
判

所
で
争
う
こ
と
が
で
き
る
。
憲
法
異
議
の
申
立
て
は
無
料
と
さ
れ
て
い
る
。
同
州
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
制
度
と
し
て
広
く
活

用
さ
れ
て
き
た
憲
法
異
議
の
制
度
を
、
一
九
九
二
年
に
州
憲
法
に
導
入
し
た
。
こ
の
建
築
会
社
は
、
第
一
五
次
放
送
改
正
州
際
協
定

に
対
す
る
同
州
の
同
意
法
律
に
対
す
る
憲
法
異
議
申
立
て
の
中
で
、
放
送
負
担
金
制
度
に
よ
っ
て
、
同
社
の
営
業
の
自
由
、
一
般
的

行
為
の
自
由
、
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
等
が
侵
害
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
建
築
会
社
は
、
同
州
の
内
外
で
主
と
し
て

道
路
を
建
築
し
て
お
り
、
約
二
〇
〇
人
の
従
業
員
が
お
り
、
約
一
〇
〇
台
の
車
両
を
所
有
し
て
い
る
。
同
社
は
、
個
人
が
所
有
す
る

車
両
に
は
放
送
負
担
金
を
支
払
う
義
務
が
課
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
事
業
所
の
所
有
す
る
車
両
に
支
払
い
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
点

を
平
等
違
反
で
あ
る
と
問
題
に
し
て
お
り
、
新
制
度
に
お
い
て
中
規
模
の
事
業
所
に
対
し
て
課
さ
れ
た
負
担
が
、
比
例
原
則
に
違
反

す
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　

ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
州
憲
法
裁
判
所
は
、
二
〇
一
三
年
中
に
放
送
負
担
金
に
つ
い
て
判
決
を
下
し
た
い
と
告
知
し
て
い

た
（
（（
（

。
し
か
し
、
二
〇
一
三
年
中
に
判
決
は
下
さ
れ
な
か
っ
た
。
同
州
の
州
都
マ
イ
ン
ツ
市
に
は
Z
D
F
が
あ
る
ほ
か
、
同
州
は
、

伝
統
的
に
州
首
相
ら
が
放
送
政
策
に
つ
い
て
会
合
す
る
「
放
送
委
員
会
」
の
幹
事
役
を
務
め
て
お
り
、
放
送
政
策
の
要
の
州
と
い
っ
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て
も
よ
い
。
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
州
憲
法
裁
判
所
が
こ
の
憲
法
異
議
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
判
断
を
下
す
か
、
今
後
の
展

開
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。

　

④
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
、
放
送
負
担
金
制
度
の
導
入
に
反
対
す
る
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
、
同
時
に
こ
の
制
度
の
導
入
を
差

し
止
め
る
仮
命
令
を
求
め
た
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
三
部
会
は
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
二
日
、
憲
法
異
議
を
不
受
理
と
す
る
決

定
を
下
し
た（（（
（

。
こ
の
事
件
の
憲
法
異
議
申
立
人
は
、
宗
教
上
の
理
由
か
ら
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
電
話
、
携
帯
電
話
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
接
続
、
自
家
用
車
の
い
ず
れ
も
使
用
し
て
い
な
い
た
め
、
放
送
を
受
信
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
れ
を
望
ん
で
も
い
な

い
こ
と
を
理
由
に
、
放
送
負
担
金
の
支
払
い
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
基
本
権
が
侵
害
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判

所
第
三
部
会
は
、
憲
法
異
議
の
補
完
性
、
す
な
わ
ち
憲
法
異
議
が
適
法
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
出
訴
の
方
法
を
尽
く
し
て
い
る
必
要

が
あ
る
の
に
（
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
九
〇
条
二
項
一
文
）、
こ
の
事
件
で
は
こ
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
と
し
、
ま
ず
行
政
裁
判

所
に
お
い
て
放
送
負
担
金
の
支
払
い
強
制
に
よ
る
基
本
権
侵
害
を
争
う
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
、
憲
法
異
議
を
不
受
理
と
し
た
。

　

⑤
ド
イ
ツ
土
地
利
用
者
連
盟
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
二
つ
の
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
た
。
一
つ
目
の
憲
法
異
議
は
、
二
〇
一
二
年

六
月
に
申
し
立
て
ら
れ
た
も
の
で
、
放
送
負
担
金
を
徴
収
す
る
た
め
の
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
が
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を
侵

害
す
る
と
主
張
し
た（（（
（

。
二
つ
の
目
の
憲
法
異
議
は
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
に
申
し
立
て
ら
れ
た
も
の
で
、
住
居
に
対
し
て
課
さ
れ
る

放
送
負
担
金
が
、
一
人
暮
ら
し
の
者
に
と
っ
て
不
平
等
で
あ
る
と
主
張
し
た（（（
（

。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
二
〇
一
三
年
に
入
っ
て
、
憲

法
異
議
の
補
完
性
を
理
由
に
、
二
つ
の
憲
法
異
議
を
相
次
い
で
不
受
理
と
し
た（（（
（

。
二
つ
の
憲
法
異
議
の
う
ち
、
自
己
情
報
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
権
に
つ
い
て
の
憲
法
異
議
を
担
当
し
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
三
部
会
に
お
い
て
、
同
部
会
を
構
成
す
る
三
人
の
裁
判
官
の
う

ち
の
一
人
が
、
放
送
負
担
金
制
度
の
根
拠
と
な
る
鑑
定
書
を
執
筆
し
た
パ
ウ
ル
・
キ
ル
ヒ
ホ
フ
教
授
の
弟
で
あ
る
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン

ト
・
キ
ル
ヒ
ホ
フ
裁
判
官
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
土
地
利
用
者
連
盟
は
、
不
受
理
の
決
定
を
受
け
て
、
キ
ル
ヒ
ホ
フ
裁
判
官
が
、
兄
へ

の
配
慮
か
ら
審
理
に
一
定
の
影
響
力
を
行
使
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
表
明
し
た（（（
（

。
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そ
の
後
、
ド
イ
ツ
土
地
利
用
者
連
盟
は
、
ベ
ル
リ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
に
、
ベ
ル
リ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ

ル
ク
放
送
協
会
の
放
送
負
担
金
徴
収
規
則
を
手
が
か
り
と
し
て
、
放
送
負
担
金
制
度
の
合
憲
性
を
争
う
規
範
統
制
を
求
め
て
提
訴
し

た
。
放
送
負
担
金
徴
収
規
則
は
、
新
制
度
へ
の
移
行
に
伴
い
、
第
一
五
次
放
送
改
正
州
際
協
定
に
基
づ
い
て
各
放
送
協
会
が
放
送
負

担
金
徴
収
の
た
め
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

⑥
自
宅
で
ラ
ジ
オ
だ
け
を
聴
い
て
お
り
、
テ
レ
ビ
を
持
っ
て
い
な
い
個
人
が
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
憲
法
裁
判
所

に
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
た（（（
（

。
同
州
で
は
、
緑
の
党
と
社
会
民
主
党
の
連
立
政
権
が
憲
法
を
改
正
し
、
憲
法
異
議
の
制
度
を
導
入
し

た
。
二
〇
一
三
年
四
月
一
日
か
ら
、
誰
で
も
、
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
に
よ
り
、
州
の
公
権
力
行
使
に
よ
る
基
本
権
侵
害
を

州
憲
法
裁
判
所
で
争
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
と
同
じ
く
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル

ク
州
憲
法
裁
判
所
の
場
合
に
も
、
憲
法
異
議
が
適
法
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
出
訴
の
方
法
を
尽
く
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
二
〇
一

三
年
八
月
一
九
日
、
同
州
憲
法
裁
判
所
は
、
自
宅
で
ラ
ジ
オ
だ
け
を
聴
い
て
お
り
、
テ
レ
ビ
を
持
っ
て
い
な
い
個
人
が
、
旧
制
度
で

は
ラ
ジ
オ
料
金
と
し
て
月
額
五
・
七
六
ユ
ー
ロ
を
支
払
う
義
務
し
か
な
か
っ
た
の
に
、
新
制
度
で
は
月
額
一
七
・
九
八
ユ
ー
ロ
の
放

送
負
担
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
争
う
た
め
に
申
し
立
て
ら
れ
た
憲
法
異
議
を
、
州
の
裁
判
手
続
に
お
い
て
出
訴
の

方
法
を
尽
く
し
て
い
な
い
と
し
て
却
下
の
決
定
を
下
し
た（（（
（

。
放
送
負
担
金
州
際
協
定
に
は
、
生
活
保
護
受
給
者
、
難
民
、
孤
児
な
ど

の
た
め
の
免
除
規
定
（
四
条
一
項
）、
障
が
い
者
な
ど
の
た
め
の
減
額
規
定
（
同
二
項
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も

「
特
別
に
過
酷
な
損
害
の
あ
る
場
合
」、
本
人
の
申
立
て
に
基
づ
い
て
州
放
送
協
会
が
放
送
負
担
金
を
免
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
規
定
も
設
け
ら
れ
て
い
る
（
同
六
項
一
文
）。
こ
の
た
め
、
こ
の
憲
法
異
議
が
適
法
と
な
る
た
め
に
は
、
憲
法
異
議
申
立
人
は
、

ま
ず
、
行
政
裁
判
所
に
訴
え
て
、
ラ
ジ
オ
の
み
を
所
有
し
、
ま
っ
た
く
テ
レ
ビ
を
視
聴
し
て
い
な
い
場
合
、「
特
別
に
過
酷
な
損
害

の
あ
る
場
合
」
と
し
て
、
新
制
度
に
お
い
て
放
送
負
担
金
の
免
除
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
判
断
を
求
め
る
必
要
が
あ
る

と
さ
れ
た
。
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⑦
旧
制
度
で
は
放
送
受
信
料
を
免
除
さ
れ
て
い
た
障
が
い
者
（
八
九
歳
の
女
性
）
が
、
新
制
度
に
お
い
て
一
戸
の
住
居
の
三
分
の

一
の
放
送
負
担
金
に
減
額
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
放
送
負
担
金
を
支
払
う
義
務
を
課
さ
れ
た
こ
と
を
争
っ
て
、
ア
ン
ス
バ
ッ
ハ
行

政
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。
原
告
は
八
七
歳
の
時
、
脳
卒
中
で
倒
れ
て
障
が
い
者
と
な
り
、
二
〇
一
二
年
一
月
か
ら
、
バ
イ
エ
ル
ン
放

送
協
会
に
よ
っ
て
放
送
受
信
料
の
免
除
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
新
制
度
に
お
い
て
、
放
送
負
担
金
は
州
際
協
定
四
条
一
項
に
列
挙
さ

れ
た
生
活
保
護
受
給
者
な
ど
に
つ
い
て
は
免
除
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
障
が
い
者
に
つ
い
て
は
同
二
項
に
よ
り
三
分
の
一
に
減
額

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
ン
ス
バ
ッ
ハ
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
一
三
年
七
月
二
五
日
の
判
決
に
よ
り
、
原
告
の
請
求
を
棄
却
し

た
（
（（
（

。
な
ぜ
な
ら
、
新
制
度
の
合
憲
性
に
疑
い
は
な
く
、
原
告
は
放
送
負
担
金
の
免
除
の
た
め
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
判
断
さ

れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

⑧
レ
ン
タ
カ
ー
会
社
シ
ッ
ク
ス
ト
社
が
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
行
政
裁
判
所
に
提
訴
し
た
こ
と
が
二
〇
一
三
年
一
〇
月
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。

同
社
が
八
月
に
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
三
年
の
一
月
か
ら
三
月
に
つ
い
て
負
担
金
サ
ー
ビ
ス
は
、
同
社
の
四
万

台
以
上
の
レ
ン
タ
カ
ー
と
事
業
所
に
対
し
て
、
約
七
一
万
八
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
放
送
負
担
金
と
し
て
支
払
う
よ
う
請
求
し
た（（（
（

。
こ
の

中
に
は
、
支
払
い
遅
延
に
対
す
る
追
加
の
負
担
金
七
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。
同
社
は
、
二
〇
一
三
年
に
支
払
う

放
送
負
担
金
の
総
額
が
三
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
に
な
る
と
試
算
し
た
。
し
か
し
、
同
社
の
本
社
が
あ
る
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
放
送
負
担
金
を

徴
収
す
る
権
限
を
有
す
る
バ
イ
エ
ル
ン
放
送
協
会
は
、
同
社
の
放
送
負
担
金
の
総
額
に
つ
い
て
、
旧
制
度
で
徴
収
さ
れ
て
い
た
放
送

受
信
料
の
総
額
よ
り
も
少
な
く
な
る
は
ず
だ
と
反
論
し
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

　

シ
ッ
ク
ス
ト
社
は
、
新
制
度
の
概
要
が
明
ら
か
に
な
っ
て
以
来
、
レ
ン
タ
カ
ー
の
利
用
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
住
居
と
の
関
係
で
放
送

負
担
金
を
支
払
う
仕
組
み
で
あ
る
か
ら
、
レ
ン
タ
カ
ー
に
対
し
て
さ
ら
に
放
送
負
担
金
を
課
す
こ
と
は
憲
法
違
反
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
疑
い
を
表
明
し
て
き
た
。
行
政
裁
判
所
が
、
同
社
の
支
払
う
べ
き
放
送
負
担
金
の
総
額
に
つ
い
て
審
理
す
る
前
提
と
し

て
、
放
送
負
担
金
制
度
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
れ
ば
、
事
件
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
移
送
さ
れ
る
こ
と
に
な
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る
（
具
体
的
規
範
統
制
）。

　

⑨
ド
イ
ツ
小
売
商
連
盟
は
制
度
の
違
憲
性
を
詳
細
に
検
討
し
た
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大
学
教
授
の
デ
ー
ゲ
ン
ハ
ル
ト
の
鑑
定
書
を
二
〇
一

三
年
一
月
に
公
表
し
た（（（
（

。
デ
ー
ゲ
ン
ハ
ル
ト
は
、
放
送
負
担
金
が
租
税
に
あ
た
る
た
め
州
に
は
そ
の
権
限
が
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
憲
法

違
反
だ
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
事
業
所
に
課
さ
れ
た
放
送
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
企
業
に
対
し
て
一
括
に
、
従
業
員
と
車

両
の
数
だ
け
を
手
が
か
り
に
放
送
負
担
金
を
課
す
こ
と
は
不
平
等
で
あ
り
、
一
般
的
行
為
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
批
判
し
、
と
り
わ

け
、
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
の
チ
ェ
ー
ン
店
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
事
業
所
の
数
が
多
い
場
合
を
問
題
に
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
小
売
商
連

盟
は
、
こ
の
鑑
定
書
を
使
っ
て
裁
判
所
で
放
送
負
担
金
の
合
憲
性
を
争
う
こ
と
は
し
て
お
ら
ず
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
憲
法
裁
判
所
に
係

属
中
の
、
前
述
し
た
二
つ
の
民
衆
訴
訟
の
行
方
を
注
視
し
て
い
る
。
な
お
、
バ
イ
エ
ル
ン
放
送
協
会
の
顧
問
弁
護
士
で
あ
る
シ
ュ
ナ

イ
ダ
ー
弁
護
士
が
、
デ
ー
ゲ
ン
ハ
ル
ト
鑑
定
書
を
批
判
す
る
論
文
を
メ
デ
ィ
ア
法
専
門
誌
に
公
表
し
た
と
こ
ろ（（（
（

、
デ
ー
ゲ
ン
ハ
ル
ト

は
こ
れ
に
対
す
る
反
論
を
同
じ
雑
誌
で
公
表
し
た（（（
（

。

　

⑩
こ
れ
ら
の
動
き
を
背
景
と
し
て
、
A
R
D
、
Z
D
F
、
ド
イ
チ
ュ
ラ
ン
ト
ラ
ジ
オ
は
、
マ
イ
ン
ツ
大
学
教
授
の
ク
ー
ベ
に
鑑
定

書
を
依
頼
し
た
。
放
送
負
担
金
制
度
を
合
憲
で
あ
る
と
す
る
ク
ー
ベ
の
鑑
定
書
が
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
に
公
表
さ
れ
た（（（
（

。
キ
ル
ヒ

ホ
フ
の
鑑
定
書
に
依
拠
し
て
導
入
さ
れ
た
放
送
負
担
金
制
度
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
憲
法
裁
判
に
お
い
て
、
公
共
放
送
側
は
ク
ー
ベ

の
鑑
定
書
に
も
基
づ
い
て
、
現
行
制
度
の
合
憲
性
を
主
張
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
ク
ー
ベ
は
、
事
業
所
に
つ
い
て
課
せ
ら

れ
た
放
送
負
担
金
を
原
則
と
し
て
合
憲
と
し
つ
つ
も
、「
独
自
の
、
私
的
目
的
以
外
に
利
用
さ
れ
て
い
る
固
定
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
空

間
」
と
い
う
事
業
所
の
定
義
（
州
際
協
定
六
条
一
項
一
文
）
に
は
疑
問
が
あ
り
、
法
的
安
定
性
が
得
ら
れ
な
い
た
め
、
見
直
し
が
必

要
だ
と
指
摘
し
て
い
る（（（
（

。
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四　

放
送
負
担
金
制
度
の
憲
法
上
の
問
題
点

　

１　

放
送
負
担
金
の
法
的
性
格

　

放
送
負
担
金
制
度
の
憲
法
上
の
問
題
点
は
、
前
述
し
た
裁
判
や
鑑
定
書
の
応
酬
な
ど
を
通
じ
て
議
論
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

学
説
に
お
い
て
も
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る（（（
（

。
こ
れ
ま
で
に
違
憲
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
放
送
負
担
金
制
度
の
問
題
点
の
う

ち
、
制
度
の
根
幹
に
か
か
わ
る
の
が
、
受
信
機
の
所
有
と
無
関
係
に
徴
収
さ
れ
る
放
送
負
担
金
の
法
的
性
格
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
り
、

違
憲
論
の
立
場
か
ら
は
、
放
送
負
担
金
は
「
租
税
」
で
あ
り
、
憲
法
上
、
州
に
そ
れ
を
徴
収
す
る
権
限
が
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

旧
制
度
に
お
け
る
放
送
受
信
料
は
、
基
本
法
七
〇
条
一
項
に
基
づ
き
州
が
有
す
る
放
送
受
信
料
徴
収
に
つ
い
て
の
立
法
権
限
を
そ

の
根
拠
と
し
て
い
た
。
憲
法
判
例
に
よ
れ
ば
、「
放
送
受
信
料
は
、
国
家
共
同
体
の
財
源
の
た
め
の
無
条
件
の
租
税
で
は
な
く
、
特

恵
負
担
（V

orzugslast

（
（（
（

）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
放
送
受
信
料
は
、
そ
れ
が
放
送
受
信
機
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら

れ
る
、
視
聴
者
と
し
て
の
地
位
に
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
放
送
協
会
の
給
付
に
よ
る
特
恵
の
た
め
に
支
払
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る（（（
（

」。
と
こ
ろ
が
、
放
送
負
担
金
制
度
は
、
放
送
の
視
聴
者
の
地
位
と
の
結
び
付
き
を
持
た
な
い
。
デ
ー
ゲ
ン

ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
が
放
送
負
担
金
の
法
的
性
格
に
と
っ
て
決
定
的
な
帰
結
を
も
た
ら
す
。
放
送
負
担
金
は
、「
い
ま
や

特
恵
負
担
で
は
な
く
、
む
し
ろ
共
同
負
担
（Gem

einlast

）
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
租
税
で
あ
る（（（
（

」。
特
恵
負
担
は
、
個
人
的
特
恵
を
前

提
と
し
て
い
る
が
、
放
送
負
担
金
は
、
住
居
ま
た
は
事
業
所
を
所
有
し
て
い
る
だ
け
で
徴
収
さ
れ
る
。
住
居
ま
た
は
事
業
所
で
誰
で

も
放
送
を
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
個
人
的
特
恵
と
は
い
え
な
い
と
デ
ー
ゲ
ン
ハ
ル
ト
は
主
張
し
て
い
る
。

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
国
民
が
公
法
に
基
づ
い
て
国
や
地
方
公
共
団
体
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
銭
給
付
を
公
課
と
い
う
。
公

課
は
、
租
税
と
い
わ
ゆ
る
特
恵
負
担
に
区
別
さ
れ
る（（（
（

。
特
恵
負
担
に
は
、
料
金
（Gebühr

）、
負
担
金
（Beitrag

）、
特
別
の
公
課

（Sonderabgabe

）
が
含
ま
れ
る
。
租
税
は
、
租
税
通
則
法
三
条
一
項
に
よ
れ
ば
、「
特
別
の
給
付
に
対
す
る
反
対
給
付
で
は
な
く
、
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収
入
を
得
る
た
め
公
法
上
の
団
体
に
よ
っ
て
、
法
律
が
給
付
義
務
に
つ
い
て
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
す
べ
て
の
者
に
課
せ
ら
れ
る

金
銭
給
付
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
料
金
と
負
担
金
は
、
一
定
の
反
対
給
付
を
受
け
る
対
価
と
し
て
支
払
う
も
の
で
あ
る
。

事
件
①
の
原
告
で
あ
る
ゴ
イ
ア
ー
は
、
上
記
の
よ
う
な
租
税
の
定
義
こ
そ
放
送
負
担
金
に
適
合
す
る
と
し
、
放
送
負
担
金
は
、
公
共

放
送
の
た
め
の
目
的
税
で
あ
る
が
、
州
に
は
そ
の
た
め
の
権
限
が
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ゴ
イ
ア
ー
は
、
州
の
徴
税
権
を
定
め
た
基

本
法
一
〇
五
条
二
ａ
項
か
ら
も
、
税
収
に
つ
い
て
連
邦
と
州
の
配
分
を
定
め
た
基
本
法
一
〇
六
条
か
ら
も
、
州
の
放
送
税
の
権
限
を

導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
て
い
る（（（
（

。
デ
ー
ゲ
ン
ハ
ル
ト
も
、
同
じ
理
由
に
よ
り
、
放
送
負
担
金
制
度
に
つ
い
て
州
の
立

法
権
限
を
否
定
し
て
い
る（（（
（

。

　

コ
リ
オ
ー
ト
と
ケ
ム
も
、
基
本
法
一
〇
五
条
二
ａ
項
と
一
〇
六
条
か
ら
み
て
、
放
送
負
担
金
の
立
法
権
限
が
州
に
は
な
い
と
い
う

理
由
で
、
放
送
負
担
金
制
度
は
違
憲
で
あ
り
、
憲
法
上
の
権
限
に
基
づ
か
ず
放
送
負
担
金
を
支
払
う
義
務
を
課
し
た
こ
と
が
、
支
払

い
義
務
を
課
さ
れ
た
者
の
一
般
的
行
為
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
指
摘
し
て
い
る（（（
（

。

　

２　

平
等
原
則
違
反

　

放
送
負
担
金
制
度
は
、
立
法
権
限
の
観
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
い
く
つ
か
の
基
本
権
と
の
関
係
で
も
違
憲
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

と
く
に
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
が
、
事
業
所
の
負
担
に
お
け
る
不
平
等
で
あ
る
。

　

デ
ー
ゲ
ン
ハ
ル
ト
は
、
従
業
員
の
数
に
応
じ
て
一
〇
段
階
で
放
送
負
担
金
の
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
事
業
所
に

お
け
る
従
業
員
一
人
あ
た
り
の
放
送
負
担
金
の
額
を
算
出
す
る
と
、
小
規
模
の
事
業
所
が
、
大
規
模
の
事
業
所
に
比
べ
て
放
送
負
担

金
を
支
払
う
義
務
を
不
平
等
に
、
過
剰
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る（（（
（

。
例
え
ば
、
従
業
員
が
三
万
人
の
場
合
、
住
居
の
一

八
〇
戸
分
の
放
送
負
担
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
従
業
員
一
人
に
つ
い
て
は
、
〇
・
〇
〇
六
戸
分
の
負
担
と
な
る
。
こ

れ
に
対
し
、
従
業
員
が
三
人
の
場
合
、
一
戸
の
住
居
の
三
分
の
一
の
放
送
負
担
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
従
業
員
一
人
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に
つ
い
て
み
る
と
、
〇
・
一
一
一
戸
分
の
負
担
と
な
る
。
両
者
を
比
較
す
る
と
、
従
業
員
三
人
の
小
規
模
事
業
所
は
、
従
業
員
三
万

人
の
大
規
模
事
業
所
に
比
べ
て
、
一
人
の
従
業
員
あ
た
り
約
一
八
倍
の
放
送
負
担
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
例
え

ば
、
同
じ
従
業
員
数
で
も
、
本
社
一
か
所
の
み
の
事
業
所
と
、
本
社
に
加
え
て
多
数
の
支
社
・
支
店
が
あ
る
事
業
所
で
は
、
後
者
の

ほ
う
が
多
額
の
放
送
負
担
金
を
支
払
う
義
務
を
負
う
。
例
え
ば
、
一
五
〇
〇
人
の
従
業
員
が
い
る
企
業
に
お
い
て
、
本
社
に
二
五
〇

人
、
そ
の
他
の
従
業
員
が
支
店
に
分
散
し
て
い
る
場
合
と
、
一
五
〇
〇
人
が
本
社
一
か
所
の
み
で
働
い
て
い
る
場
合
を
比
べ
て
み
れ

ば
、
そ
の
違
い
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

ま
た
、
デ
ー
ゲ
ン
ハ
ル
ト
は
、
事
業
所
が
保
有
す
る
車
両
の
台
数
に
応
じ
て
放
送
負
担
金
を
支
払
う
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
た

め
、
同
じ
従
業
員
数
で
も
、
本
社
一
か
所
の
み
の
事
業
所
と
、
本
社
に
加
え
て
多
数
の
支
社
・
支
店
が
あ
る
事
業
所
で
は
、
後
者
の

ほ
う
が
多
額
の
放
送
負
担
金
を
支
払
う
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
高
い
と
指
摘
す
る（（（
（

。
な
ぜ
な
ら
、
支
社
・
支
店
ご
と
に

車
両
を
必
要
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
営
業
の
た
め
に
と
く
に
多
数
の
車
両
を
保
有
す
る
事
業
所
に
つ
い
て

も
、
制
度
上
は
他
の
事
業
所
と
同
じ
扱
い
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
点
も
不
平
等
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
車
両
に
つ
い
て
、
事
業
所
が
所
有
す
る
車
両
の
み
が
放
送
負
担
金
の
支
払
い
義
務
の
手
が
か
り
と
さ
れ
、
個
人
の
場
合
、

所
有
す
る
車
両
の
数
に
応
じ
た
支
払
い
義
務
が
課
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
不
平
等
だ
と
批
判
さ
れ
て
い
る（（（
（

。

　

こ
の
他
、
個
人
の
世
帯
に
つ
い
て
も
、
ま
ず
、
住
居
ご
と
に
課
さ
れ
る
放
送
負
担
金
制
度
で
は
、
一
人
暮
ら
し
の
者
が
、
ひ
と
つ

の
住
居
に
家
族
や
同
居
人
な
ど
と
一
緒
に
暮
ら
す
者
と
の
関
係
で
不
平
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
ま
た
、
一
人
で

二
つ
以
上
の
住
居
を
所
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
住
居
ご
と
に
支
払
い
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
不
平
等

だ
と
い
う
主
張
も
あ
る
。

　

コ
リ
オ
ー
ト
と
ケ
ム
は
、
二
つ
の
住
居
を
所
有
し
て
い
る
場
合
、
一
人
の
所
有
者
が
同
時
に
二
つ
の
住
居
で
放
送
を
利
用
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
夫
婦
の
ど
ち
ら
か
一
方
が
単
身
赴
任
す
る
た
め
に
一
人
で
二
つ
の
住
居
を
所



466

法学研究 87 巻 2 号（2014：2）

有
し
て
い
る
場
合
、
夫
婦
が
別
々
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
居
で
放
送
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
放
送
負
担

金
制
度
に
お
い
て
は
、
一
戸
の
住
居
に
何
人
住
ん
で
い
る
か
と
は
関
係
な
く
、
住
居
の
所
有
者
が
当
該
住
居
の
放
送
負
担
金
を
支
払

う
義
務
を
負
い
、
そ
し
て
、
放
送
利
用
の
可
能
性
と
は
関
係
な
く
放
送
負
担
金
を
支
払
う
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
第

二
の
住
居
に
つ
い
て
は
免
除
の
規
定
を
置
く
べ
き
だ
と
提
案
し
て
い
る（（（
（

。
ま
た
、
放
送
負
担
金
が
も
し
租
税
と
で
あ
る
す
れ
ば
、
仕

事
の
都
合
で
別
々
に
暮
ら
し
て
い
る
夫
婦
の
場
合
、
家
族
の
保
護
（
基
本
法
六
条
一
項
）
の
た
め
、
第
二
の
住
居
に
課
さ
れ
る
税
に

配
慮
す
べ
き
と
し
た
憲
法
判
例（（（
（

が
、
放
送
負
担
金
に
も
妥
当
す
る
し
、
近
年
、
憲
法
判
例（（（
（

に
よ
っ
て
男
女
間
の
婚
姻
と
同
様
に
扱
う

べ
き
だ
と
認
め
ら
れ
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
同
性
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
も
、
同
じ
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
と
も
指
摘
し
て
い
る（（（
（

。

　

放
送
負
担
金
制
度
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は
、
平
等
原
則
違
反
だ
け
で
な
く
、
宗
教
上
の
理
由
か
ら
放
送
を
利
用
し
た
く
な
い
人
に

支
払
い
義
務
を
課
す
こ
と
が
信
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
い
う
主
張
や
、
徴
収
の
た
め
の
住
民
登
録
情
報
の
取
り
扱
い
が
自
己
情
報

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を
侵
害
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
の
批
判
も
あ
り
興
味
深
い
が
、
紙
幅
の
関
係
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
検

討
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

３　

小
括

　

す
で
に
明
ら
か
に
し
た
通
り
、
個
人
や
企
業
が
、
放
送
負
担
金
制
度
に
対
す
る
批
判
を
、
そ
の
合
憲
性
を
争
う
裁
判
と
し
て
、

様
々
な
手
続
を
利
用
し
て
、
憲
法
裁
判
所
や
行
政
裁
判
所
に
提
起
し
て
い
る
が
、
新
制
度
を
構
想
し
、
具
体
化
し
た
州
政
府
・
州
議

会
と
公
共
放
送
協
会
は
、
放
送
負
担
金
制
度
は
租
税
で
は
な
く
負
担
金
で
あ
り
、
基
本
権
も
侵
害
し
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。
し
か

し
、
放
送
負
担
金
が
租
税
か
否
か
は
、
税
法
上
の
難
解
な
問
題
で
あ
る
し
、
放
送
負
担
金
を
租
税
で
は
な
い
と
み
る
論
者
か
ら
も
、

住
居
と
事
業
所
の
概
念
の
明
確
化
や
、
事
業
所
の
所
有
す
る
車
両
に
課
さ
れ
る
放
送
負
担
金
支
払
い
義
務
の
見
直
し
の
必
要
性
な
ど

が
指
摘
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
前
述
の
通
り
、
放
送
負
担
金
に
つ
い
て
提
起
さ
れ
た
憲
法
裁
判
に
対
抗
す
る
た
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め
、
A
R
D
、
Z
D
F
、
ド
イ
チ
ュ
ラ
ン
ト
ラ
ジ
オ
に
依
頼
さ
れ
て
鑑
定
書
を
執
筆
し
た
ク
ー
ベ
が
、
事
業
所
に
課
せ
ら
れ
た
放
送

負
担
金
を
原
則
と
し
て
合
憲
と
し
つ
つ
も
、「
独
自
の
、
私
的
目
的
以
外
に
利
用
さ
れ
て
い
る
固
定
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
空
間
」
と
い

う
事
業
所
の
定
義
（
州
際
協
定
六
条
一
項
一
文
）
に
は
疑
問
が
あ
り
、
法
的
安
定
性
が
得
ら
れ
な
い
た
め
、
見
直
し
が
必
要
だ
と
指

摘
し
た
こ
と
で
あ
る（（（
（

。

　

な
お
、
第
一
五
次
放
送
改
正
州
際
協
定
に
付
さ
れ
た
附
帯
宣
言
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
州
は
、
二
〇
一
三
年
の
放
送
負
担
金
収
入

が
二
〇
一
四
年
初
め
に
確
定
さ
れ
た
後
、
速
や
か
に
制
度
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
、
そ
の
際
、
住
居
、
事
業
所
、
従
業
員
、
車
両
と

い
う
義
務
を
課
す
た
め
の
要
件
の
必
要
性
と
均
衡
性
を
検
討
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ

ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
は
、
上
記
の
要
件
の
見
直
し
に
あ
た
っ
て
は
、
事
業
所
の
所
有
す
る
車
両
に
課
さ
れ
る
放
送
負
担
金
の
廃
止
も
含

め
て
検
討
す
る
と
の
附
帯
宣
言
を
補
足
的
に
付
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
状
況
か
ら
み
て
、
憲
法
裁
判
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
判
断
が
示
さ
れ
る
前
に
、
放
送
負
担
金
制
度
に
お
け
る
支
払

い
義
務
の
あ
り
方
が
、
様
々
な
批
判
も
考
慮
に
入
れ
て
改
正
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
改
正
作
業
が
行
わ
れ
る
と
し
て
も
、

す
べ
て
の
批
判
を
放
送
負
担
金
制
度
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
最
終
的
な
決
着
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
を
待
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

五　

結
び
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
、
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
か
ら
ド
イ
ツ
に
導
入
さ
れ
た
放
送
負
担
金
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
た
後
、

新
制
度
に
つ
い
て
多
く
の
憲
法
裁
判
が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
そ
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
憲
法
上
の

問
題
点
に
検
討
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
、
放
送
負
担
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
放
送
負
担
金
が
租
税
に
あ
た
り
、
州
に
そ
の
立
法
権
が
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な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
権
限
上
の
問
題
と
、
住
居
と
事
業
所
の
所
有
者
に
課
せ
ら
れ
た
放
送
負
担
金
を
支
払
う
義
務
に
つ
い
て
、

様
々
な
観
点
か
ら
不
平
等
だ
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
放
送
負
担
金
制
度
の
合
憲
性
に
つ
い
て

は
、
裁
判
の
今
後
の
推
移
を
見
守
り
つ
つ
、
別
稿
で
あ
ら
た
め
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
り
、
前
述
し
た
憲
法
裁
判
や
行
政
裁
判
と
は
異
な
る
方
法
で
も
、
放
送
負
担
金
制
度
へ
の
異
論
が

唱
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
、
本
稿
の
結
び
に
か
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、
事
業
所
と
し
て
放
送
負
担
金
を
支
払
う
義
務
を
負
う
地
方
公
共
団
体
か
ら
、
新
制
度
へ
の
厳
し
い
批
判
の
声
が
あ
り
、
制

度
の
見
直
し
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ケ
ル
ン
市
は
、
新
制
度
に
基
づ
く
同
市
の
放
送
負
担
金
の
額
が
旧
制
度
の
放
送
受
信

料
よ
り
も
相
当
に
高
額
に
な
る
こ
と
を
危
惧
し
、
当
初
、
放
送
負
担
金
の
支
払
い
を
拒
否
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
、
二

〇
一
三
年
一
月
末
、
新
制
度
の
計
算
方
法
で
は
な
く
、
旧
制
度
で
同
市
が
支
払
っ
て
い
た
放
送
受
信
料
と
同
額
を
放
送
負
担
金
と
し

て
支
払
う
こ
と
を
、
ケ
ル
ン
市
か
ら
放
送
負
担
金
を
徴
収
す
る
権
限
を
有
す
る
西
部
ド
イ
ツ
放
送
協
会
（W

D
R

）
と
の
間
で
合
意

し
た
と
い
う（（（
（

。

　

ま
た
、
ド
イ
ツ
の
高
級
紙
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
」
を
は
じ
め
、
新
聞
各
紙
も
放
送
負
担
金
に
つ
い
て
批
判
的

な
報
道
を
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
A
R
D
が
ア
イ
パ
ッ
ド
（iPad

）
と
ア
イ
フ
ォ
ン
（iPhone

）
に
ニ
ュ
ー
ス
情
報

を
発
信
す
る
た
め
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（T

agesschau-A
pp

）
を
開
発
し
、
ニ
ュ
ー
ス
を
動
画
だ
け
で
な
く
、
文
字
で
も
提
供
し

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
二
〇
一
一
年
、
八
つ
の
新
聞
社
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
共
放
送
が
提
供
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
範
囲
を

超
え
て
い
る
と
主
張
し
て
提
訴
し
、
そ
れ
以
来
、
A
R
D
と
裁
判
で
争
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
二
〇
一
二
年
九
月
二
七

日
、
ケ
ル
ン
地
方
裁
判
所
は
、
二
〇
一
一
年
六
月
一
五
日
に
提
供
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
情
報
に
つ
い
て
、
番
組
と
は
無
関
係
の
、
活
字

メ
デ
ィ
ア
に
似
た
内
容
で
あ
る
と
認
め
る
判
決
を
下
し
た（（（
（

。
A
R
D
は
、
こ
の
判
決
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
た
。
こ
の
件
で

A
R
D
と
裁
判
を
し
て
い
る
大
衆
紙
「
ビ
ル
ト
」（Bild

）
な
ど
一
部
の
新
聞
は
、
放
送
負
担
金
制
度
を
激
し
く
攻
撃
し
て
お
り
、
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そ
れ
が
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
報
道
だ
と
い
う
批
判
を
受
け
て
い
る（（（
（

。

　

こ
の
他
、
二
〇
一
三
年
に
入
り
、
放
送
負
担
金
制
度
の
見
直
し
を
求
め
る
多
数
の
請
願
が
連
邦
議
会
と
州
議
会
に
申
し
立
て
ら
れ

た
。
ま
た
、
放
送
負
担
金
を
批
判
す
る
市
民
運
動
も
広
が
っ
て
お
り
、
例
え
ば
、
二
〇
一
三
年
三
月
二
三
日
に
は
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ

ク
を
通
じ
て
組
織
さ
れ
た
市
民
ら
が
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
や
ケ
ル
ン
で
放
送
負
担
金
に
反
対
す
る
デ
モ
行
進
を
行
っ
た（（（
（

。

　

ド
イ
ツ
（
旧
西
ド
イ
ツ
）
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
一
九
八
四
年
ま
で
公
共
放
送
の
独
占
体
制
が
続
い
て
い
た
。
公
共
放

送
は
、
原
則
と
し
て
戦
後
す
ぐ
、
連
邦
憲
法
で
あ
る
基
本
法
が
制
定
さ
れ
る
前
に
、
州
ご
と
に
設
立
さ
れ
、
州
放
送
協
会
が
連
合
体

と
し
て
A
R
D
を
組
織
し
た
。
ま
た
、
一
九
六
〇
年
代
、
二
つ
目
の
全
国
向
け
テ
レ
ビ
用
地
上
波
が
ド
イ
ツ
に
割
り
当
て
ら
れ
る

と
、
民
間
放
送
で
は
な
く
、
連
邦
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
州
の
間
で
締
結
さ
れ
た
協
定
に
基
づ
い
て
、
全
国
向
け
テ
レ
ビ
放
送
局
で

あ
る
Z
D
F
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
八
四
年
以
降
、
地
上
波
以
外
の
技
術
を
主
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
民
間
放
送
が
導

入
さ
れ
、
各
州
で
民
間
放
送
制
度
が
整
備
さ
れ
る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
州
に
共
通
す
る
放
送
制
度
の
基
本
原
則
に
つ
い
て
規
律
す

る
「
放
送
州
際
協
定
」
が
締
結
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
公
共
放
送
と
民
間
放
送
の
相
互
関
係
は
、
憲
法
判
例
に
基
づ
い
て
制
度
化
さ
れ

た
。
公
共
放
送
と
民
間
放
送
の
相
互
関
係
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
二
大
政
党
の
対
立
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
た
た
め
で

あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
の
三
つ
の
判
決
に
よ
っ
て
、
公
共
放
送
は
放
送
の
「
基
本
的
供
給
」
の
担

い
手
で
あ
り
、
公
共
放
送
を
中
心
と
し
て
、
民
間
放
送
の
活
動
を
制
限
す
る
よ
う
な
放
送
法
で
あ
っ
て
も
、
放
送
の
自
由
（
基
本
法

五
条
一
項
二
文
）
に
照
ら
し
て
合
憲
と
す
る
判
例
を
確
立
し
た（（（
（

。
受
信
料
の
額
を
決
め
る
仕
組
み
も
、
憲
法
判
例
に
基
づ
い
て
整
備

さ
れ
た（（（
（

。

　

ド
イ
ツ
で
は
、
憲
法
上
、
放
送
に
つ
い
て
の
立
法
権
限
が
州
に
あ
る
も
の
の
、
放
送
法
制
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
憲
法
判
例
に

基
づ
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
放
送
負
担
金
に
つ
い
て
も
、
最
終
的
に
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
に

よ
っ
て
制
度
の
あ
り
方
が
確
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
放
送
負
担
金
の
場
合
に
は
、
そ
の
前
に
バ
イ
エ
ル
ン
州
や
ラ
イ
ン
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ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
州
の
憲
法
裁
判
所
が
判
決
を
下
す
か
も
し
れ
な
い（（（
（

。
さ
ら
に
、
公
共
放
送
の
財
源
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、

国
家
援
助
を
原
則
と
し
て
禁
止
し
て
い
る
欧
州
法
の
影
響
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い（（（
（

。
日
本
の
受
信
料
制
度
の
あ
り
方
を
考
え

る
た
め
に
も
、
ド
イ
ツ
の
放
送
負
担
金
制
度
が
憲
法
と
欧
州
法
に
適
っ
た
も
の
と
し
て
定
着
し
、
市
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
プ
ロ
セ

ス
を
今
後
も
見
守
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

（
1
）　

ド
イ
ツ
の
受
信
料
に
つ
い
て
、
塩
野
宏
『
放
送
法
制
の
課
題
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
）
二
六
〇
頁
以
下
、
鈴
木
秀
美
『
放
送
の

自
由
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
四
五
頁
以
下
参
照
。

（
2
）　15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom

 15. bis 21. D
ezem

ber, RhPfGV
BL 2011, 385. H

erm
ann E

icher, V
on 

der Rundfunkgebühr zum
 Rundfunkbeitrag, M

edia Perspektiven 2012, 614 ff. 

は
、
放
送
負
担
金
制
度
の
導
入
に
A
R
D

側
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
南
西
ド
イ
ツ
放
送
協
会
法
務
担
当
者
に
よ
る
解
説
。
こ
の
他
に
も
、Poth Ferreau, D

er 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag

︲Rundfunkfinanzierung im
 D

igitalzeitalter, N
V

w
Z 2011, 714 ff.; W

ieland Bosm
an, 

Paradigm
enw

echsel in der Rundfunkfinanzierung: V
on der Rundfunkgebühr zum

 Rundfunkbeitrag, K
&

R 2012, 5 
ff. 

な
ど
の
解
説
が
あ
る
。

（
3
）　

キ
ル
ヒ
ホ
フ
鑑
定
書
は
、Paul K

irchhof, D
ie Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, 2010 

と
し
て
刊
行

さ
れ
て
い
る
。

（
4
）　V

gl. E
icher/Schneider, D

ie Rundfunkgebührenpflicht in Zeiten der M
edienkonvergenz, N

V
w

Z 2009, 741 ff.

（
5
）　

例
え
ば
、Christian W

aldhoff, V
erfassungsrechtliche Fragen einer Stuer- und H

aushaltsfinanzierung des öffentlich- 
rechtlichen Rundfunks, A

fP 2011, 1 ff.

（
6
）　

放
送
負
担
金
制
度
が
導
入
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
杉
内
有
介
「
始
ま
っ
た
ド
イ
ツ
の
新
受
信
料
制
度
―
―
全
世
帯
徴
収
の
『
放

送
負
担
金
』
導
入
ま
で
の
経
緯
と
論
点
」
放
送
研
究
と
調
査
二
〇
一
三
年
三
月
号
一
八
頁
以
下
に
詳
し
い
解
説
が
あ
る
。
塩
野
宏
『
行
政

法
概
念
の
諸
相
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
五
一
七
頁
は
、
放
送
負
担
金
制
度
の
導
入
に
は
、「
ド
イ
ツ
基
本
法
に
根
ざ
す
公
共
放
送
理

解
の
再
確
認
あ
る
い
は
強
化
の
意
味
」
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
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（
7
）　K

irchhof, a. a. O
. (A

nm
. 3), S. 11 ff. V

gl. dens., D
ie N

euordnung der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks, in: K

laus Stern u. a., D
ie N

euordung der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, 2012, S. 8 
f.
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ittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, 17. K

EF-Bericht, D
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）　Begründung, S. 6. V

gl. W
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ie neue Rundfunkbeitragspflicht für W
ohnungsinhaber, LK
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 2012, 493 

ff.

（
11
）　Begründung, S. 17 f.

（
12
）　Begründung, S. 19.

（
13
）　Ebd.

（
14
）　A

z.: V
f. 8-V
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gl. E

rm
ano G

euer, 

“Eine W
ohnung, ein Beitrag

”︲Ü
berlegungen zur Popularklage gegen 

die neuen Rundfunkbeiträge, M
M

R-A
ktuell 2012, 335995.

（
15
）　BayV

erfGH
, Entscheidung vom

 18. 4. 2013, A
z.: V

f. 8-V
II-12; V

f. 24-V
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こ
の
判
決
は
、
同
裁
判
所
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト http://w
w

w
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に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。V

gl. Spiegel O
nline vom

 23. 4. 2013.

（
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z.: V
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決
定
は
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ウ
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イ
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掲
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れ
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D
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イ
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い
る
。
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D
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サ
イ
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掲
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さ
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い
る
。
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berg, Beschluss vom

 19. 8. 2013. 

こ
の
決
定
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裁
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所
の
ウ
ェ

ブ
サ
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w
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に
掲
載
さ
れ
て
い
る
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26
）　V

G A
nsbach, U

rteil vom
 25. 7. 2013, A
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gl. Beck O
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（
27
）　Spiegel O

nline vom
 19. 8. 2013.
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28
）　Christoph D

egenhart, V
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（
29
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xel Schneider, A
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erfassungsfragen des B

etriebsstättenbeitrags nach dem
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und
funkbeitragsstaatsvertrag der Länder«, ZU
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 2013, 472 ff. V

gl. dens., W
arum

 der Rundfunkbeitrag keine 
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︲und andere Fragen zum
 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, N
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Z 2013, 19 ff.
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erfassungsfragen des Betriebsstättenbeitrags nach dem
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der Länder, Zur Erw
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定
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ウ
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ブ
サ
イ
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に
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載
さ
れ
て
い
る
。
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）　Ebd., S. 62 f.

（
33
）　Stefan K
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oem
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ut gem

eint, doch schlecht gem
acht: D

ie neue R
undfunkabgabe ist 

verfassungsw
idrig!, D

StR 2013, 833 ff.; A
nna T

erschühren, D
ie Reform

 der Rundfunkfinanzierung in D
eutschland, 

2013.

（
34
）　
「
受
益
負
担
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と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
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. 28), 3.

（
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）　

租
税
と
特
恵
負
担
に
つ
い
て
、K

orioth/K
oem

m
, a. a. O

. (A
nm

. 33), 834 

に
解
説
が
あ
る
。

（
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）　G

euer, a. a. O
. (A
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. 14).

（
39
）　D

egenhart, a. a. O
. (A
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. 28), 13 f.

（
40
）　K
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, a. a. O

. (A
nm

. 33), 835 f.

（
41
）　D

egenhart, a. a. O
. (A

nm
. 28), 21 f.

（
42
）　Ebd., 23.

（
43
）　M

arcel Seche, V
erfassungsbeschw

erden gegen den Rundfunkbeitrag im
 nicht-privaten Bereich, N

V
w

Z 2013, 
683 ff., 685.

（
44
）　K

orioth/K
oem

m
, a. a. O

. (A
nm

. 33), 837.

（
45
）　BV

erfGE 114, 316.

（
46
）　V

gl. BV
erfG vom

 19. 2. 2013, A
z.: 1 BvL 1/11, 1 BvR 3247/09.

（
47
）　K

orioth/K
oem

m
, a. a. O

. (A
nm

. 33), 837.

（
48
）　Ferreau, a. a. O
. (A

nm
. 2), 717.

（
49
）　K

ube, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 62 f.

（
50
）　Spiegel O
nline vom

 31. 1. 2013.

（
51
）　LG K
öln, U

rteil vom
 27. 9. 2012, A

z. 31 O
 360/11, JZ 2013, 100. V

gl. Christian Starck, A
nm

., JZ 2013, 103 f.
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52
）　V
gl. taz.de vom

 16. 1. 2013.

（
53
）　Ruhr-N

achrichten.de vom
 30. 3. 2013; D

ie W
elt vom

 20. 3. 2013.

（
54
）　BV

erfGE 73, 118; 74, 297; 83, 238.

鈴
木
・
前
掲
注（
1
）一
五
五
頁
以
下
、
西
土
彰
一
郎
『
放
送
の
自
由
の
基
層
』（
信
山
社
、

二
〇
一
一
年
）
六
五
頁
以
下
参
照
。
ト
ー
マ
ス
・
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
（
赤
坂
正
浩
訳
）「
連
邦
憲
法
裁
判
所
と
国
法
学
」
立
教
法
学
八
七
号

（
二
〇
一
三
年
）
一
三
八
頁
以
下
も
参
照
。
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（
55
）　BV

erfGE 90, 60.

鈴
木
・
前
掲
注（
1
）二
五
三
頁
以
下
参
照
。

（
56
）　

た
だ
し
、
基
本
法
一
〇
〇
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
州
の
憲
法
裁
判
所
は
、
州
の
法
律
が
基
本
法
ま
た
は
連
邦
法
に
違
反
す
る
と
考
え
た

場
合
、
当
該
憲
法
問
題
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
移
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
57
）　V

gl. E
rm

ano G
euer, D

er neue Rundfunkbeitrag aus europarechtlicher Sicht, CR 2013, 156 ff. 

西
土
・
前
掲
注（
54
）

一
六
九
頁
以
下
、
鈴
木
秀
美
「
ド
イ
ツ
受
信
料
と
Ｅ
Ｃ
条
約
」
阪
大
法
学
五
六
巻
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
三
七
頁
以
下
、
市
川
芳
治

「
Ｅ
Ｃ
競
争
法
と
Ｅ
Ｃ
／
Ｅ
Ｕ
法
の
憲
法
化
」
慶
應
法
学
（
二
〇
〇
六
年
）
二
〇
九
頁
以
下
、
杉
内
有
介
「
問
わ
れ
る
公
共
放
送
の
任
務

範
囲
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
放
送
研
究
と
調
査
二
〇
〇
七
年
一
〇
号
三
六
頁
以
下
参
照
。

〔
追
記
〕　

本
稿
は
、
放
送
文
化
基
金
の
平
成
二
三
年
度
助
成
に
よ
る
研
究
「
ド
イ
ツ
の
新
し
い
受
信
料
制
度
︱︱

そ
の
概
要
と
問
題
点
」
の

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


